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シャプラニールの小松豊明事務局長より、開発
協力大綱（以下、大綱）の改定などのテーマで、『も
うひとつの南の風』に寄稿するよう依頼を受けた。
ちょうど同じタイミングで大綱について国際開発
学会の講演会で話をする機会に恵まれたので、そ
のときの私の話の内容を、ここに再現させていた
だくことにする（「新大綱と人間の安全保障」国
際開発学会第 34 回全国大会プレナリーセッショ
ン『日本の開発援助はどこに向かうのか―開発協
力大綱の改定を受けて』基調講演、上智大学四谷
キャンパス 2 号館 17 階会議場、2023 年 11 月
11 日）。冗長な部分を削ったり、質疑応答で話し
た部分を組み込んだり、少しだけ手を入れたが、
上智大学で私が話をした内容そのままである。批
判も含めて（というか、批判がなくなると困る）、
市民社会の関係者で議論を深めていただく素材に
なれば幸いである。 

同セッションのシンポジウムには伊豆山真理さ
ん（防衛研究所）、佐藤仁さん（東京大学）、 松本
悟さん（法政大学）が登壇され、小松太郎さん（上
智大学）、田中雅子さん（上智大学）に交通整理
をしていただき、とても有意義な議論をすること
ができた。バングラデシュ、フィリピン、ケニア
の方々がビデオメッセージを寄せてくださった。
三百人を超える聴衆（うち百人はオンライン）の
関心はとても高く、会場の熱気が感じられた。 

なお、大綱改定に関する有識者懇談会に私は同
志社大学の教員として参加しており、当時は国際
協力機構（以下、JICA）の仕事はしていなかった。
今回はあくまで当時のことを振り返って話してお
り、JICA を代表して意見を述べているわけでは
ない。とはいえ、研究所長の仕事を始めて半年以
上が過ぎた。これまで JICA で見聞し、活動して
きたことが、私の意見に有形無形の影響を与えて
いるのは確かである。 

　有識者懇談会の議論の記録については、次の
ウェブサイトを参照されたし。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
about/kaikaku/taikou_kaitei.html 

　大綱の文書は次を参照されたし。 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/

seisaku/taikou_202306.html 
　JANIC の声明はここにある。 
https://www.janic.org/blog/2023/06/13/1303/

＊　＊　＊ 

ご紹介ありがとうございます。私は今、国際協
力機構で、上智大学におられた緒方貞子さんの名
前を冠した研究所の所長を務めています。今回こ
こでお話ができるのはたいへん名誉なことだと思
っています。 

2022 年 9 月から、開発協力大綱の改定に関す
る有識者懇談会の委員を務めました。大綱は日本
の開発協力の方向性を定める文書で、基本理念か
ら実施方針まで記されています。最初は 1992 年
に ODA 大綱として制定されましたが、その後、
2003 年と 2015 年の改定を経て、今回の大綱と
なりました。今日の私の講演では、制定されたば
かりの新大綱について解説し、意見を述べたいと
思います。 

大綱については何人かの方々が、貴重な意見を
発信しておられます。たとえば当学会元会長の山
形辰文さんが、近年の政府の方向性をどう思うか、
国際協力の関係者は正直に意見を述べよと挑発的
な問いかけをされています。山形さんの問いを正
面から受け止めて、私も正直に意見を述べたいと
思います。とはいえ、奇をてらった極端な意見を
言うつもりはありません。思っていることを正直
に述べてみます。 

改定のプロセス

有識者懇談会の委員に入ってほしいということ
で、外務省から同志社大学の私の研究室にお誘い
の電話があったのは、去年の 8 月の半ばでした。
大綱は英語ではチャーター、すなわち憲章です。
国連憲章と同じで、そう簡単に変えるべきではな

開発協力大綱（2013 年）と
人間の安全保障―有識者懇談会の議論から 
同志社大学教授／ JICA（国際協力機構）緒方貞子平和開発研究所所長　峯陽一
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いと私は思っていました。これまでの大綱は十年
以上の間隔で改訂されてきましたが、去年の時点
ではまだ７年しか経っていませんでした。しかし、
ロシアのウクライナ侵攻など、安全保障環境の激
変があり、SDGs もちょうど中間地点なので、改
定の時期だろうというのが、外務省の側のご説明
だったと記憶しています。 

それで、なぜ私なのですか、と尋ねたところ、
人間の安全保障の分野の有識者だからとのことで
した。私は常々、人間の安全保障の理念を大切に
して研究を行ってきました。これを大綱の理念と
してきちんと書き込みたいと外務省に言われまし
たので、よし、それは自分の使命だ、と思って引
き受けたわけです。 

しかし、懇談会の委員のリストが配られてきた
のを見て少し驚きました。京都大学の中西寛先生
も慶應義塾大学の神保謙先生も、素晴らしい先生
方ですが、どちらも国際政治学者です。私の専門
の人間の安全保障研究は科研費の分類では国際関
係論に入ります。ということで私も含めると、学
識経験者の全員が国際政治学関係ということにな
ります。この人選は、国際協力を貧困削減や開発
ではなく、外交と組み合わせて戦略を出す方向だ
なと理解しました。開発研究の分野から誰も委員
に入らないのは、バランスとしていかがなものか
と思いましたが、その後、私も国際開発学会の理
事になりましたので、これから人間の安全保障の
アジェンダを、ぜひ学会の活動に積極的に組み込
んでいただきたいと願っています。 

さて、大綱の改定をめぐる懇談会では、四回の
議論が行われました。外務省の部屋で円卓を囲み、
座長の中西寛先生が投げかける論点について、そ
れぞれの委員が手を挙げて意見を申し述べる形で
す。あくまで懇談会であって、起草委員会ではあ
りませんので、報告書や大綱の文章を委員全員で
書いたわけではありません。 

会議では、中西先生に遮られることもなく、皆
が勝手なことを言いました。とりわけ市民社会を
代表する稲場雅紀さんは、ODA（政府開発援助）
が国益だけを重視し、途上国の軍事化を後押しす
ることになってはいけない、そして市民社会の声
が大綱に反映されないといけないと、大声で吠え
ておられて非常に頼もしかったです。私も何度か

応援発言をいたしました。 
それで、会議の議事録ですが、一般論として、

発言者と発言内容が記録されると、どうしても意
識して、利害関係グループを代表して発言するこ
とになります。後になって、あんなことを言える
立場かと責められたりしますので、個人として思
っていることが言いにくいわけです。他方、イギ
リスの会議の運営方法にチャタムハウスルールと
いうものがあります。今回の懇談会もそれです
が、各人の発言の中身は正確に記録して残すけれ
ども、誰がその発言をしたかは議事録では匿名に
するルールです。といっても、議事録を見ればだ
いたいわかるのですが、特定できないので、責任
は問われません。会議の方法には一長一短ありま
すが、私自身は、思いついたことをそのまま話す
ことができたと思っています。 

ということで、外務省のウェブサイトには、私
たちの発言の記録が残っています。稲場さんの意
見に唱和する人もいましたし、経団連（日本経済
団体連合会）の安永さんの意見に唱和する人もい
ましたし、私自身も、アジア太平洋だけでなくア
フリカも見た方がよいとか、要請主義のメリット
も忘れない方がよいとか、自分なりの意見を申し
上げました。発言の細部は記されていませんし、
激しかった意見がかなり丸くなっている印象はあ
りますが、出された論点は、ほとんどすべて正直
に記録されているように思います。 

懇談会の報告書を踏まえて大綱の文章を起草す
る際には、さらにさまざまなステークホルダーの
意見聴取がなされたようです。経団連の意見、市
民社会の要望などは、それぞれのウェブサイトで
見ることができます。水面下でもいろいろな綱引
きがあったはずで、外務省は着地点を見つけるの
が大変だっただろうと思います。最終的に、今年
6月、新たな開発協力大綱が閣議決定されました。 

表に出てきた理念 

それでは、この後、新しい大綱の特徴を、十個
に整理して述べたいと思います。皆さんのなかに
は実は読んでいないという方もいらっしゃると思
います。それはそれでいいので、今日のディスカ
ッションの前提として、私なりに、できるだけ全
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体像が見えるようにお話をしたいと思います。 
第一に、開発協力大綱の書きぶりです。前回の

2015 年の大綱は、繰り返しもあって、ややわかり
にくい文書だった印象があります。今回の 2023
年の大綱は、分量は長くなりましたが、議論はう
まく整理されていると思います。次の大綱は 2030
年頃に改定される予定ですが、その頃は、おそら
くポスト SDGs の国際的な新しいゴールが制定さ
れる時期にあたります。これから７年、あっとい
う間です。今の大綱にもとづく実践をしっかり評
価して、さらに書き直していくことが大切になる
と思います。大綱はシリーズなので、この次があ
るということを、今から覚えておきましょう。

第二に、国際協力は国益に貢献するとされてい
ます。これは欧米ドナーにも共通する流れです。
懇談会では、「情けは人のためならず」というこ
とわざがよく言及されました。他人に良いことを
したら、自分に良いことが戻ってくるのだから、
他人を支援するのも無駄にはならないということ
です。私自身は、自分に利益があろうがなかろう
が、良いことは良い、悪いことは悪いと思うので
すが、国会で ODA 予算を確保しないとお話にな
りませんから、「国際公益が日本の国益にもなる」
という矢印を示して、幅広い人たちに納得しても
らう必要はあります。ただ、実をいうと、国益へ
の言及は、前大綱で三箇所、新大綱でも三箇所な
ので、増えているわけではありません。 

第三に、非軍事的な協力の原則ですが、これは
前の大綱を踏襲する形で堅持されています。平和
主義が日本外交の資産であることは間違いないで
すから、活用し、育てていくべきだと思います。
ご存じの通り、ODA とは別に OSA（政府安全保
障能力強化支援）という他国の軍隊を支援する枠
組みができつつあります。日本国内でも自衛隊と
の共用の民間空港は多くありますし、防災や沿岸
警備の支援などで線引きが難しいところはありま
すが、開発のための支援と、軍事的な安全保障の
ための支援、両者の境界線を曖昧にする方向に
流れないように見ていく必要があると思います。
ODA と OSA の間にファイアウォールを築くべ
しという見解を外務省の方から聞いたこともあり
ます。日本は軍事大国にならないという福田ドク
トリン（1977 年に福田赳夫首相がマニラで発表

した東南アジア外交の基本原則）の約束は忘れて
はいけません。 

第四に、優先度が高いフレームとして FOIP（自
由で開かれたインド太平洋）が書き込まれました。
日本外交の原則としては、1950 年代から、国連
中心主義、アジアの一国としての自覚、自由主義
陣営との強調という三つが掲げられていました。
そして過去の大綱には、地域別の重点方針が盛り
込まれていました。ところが、今回の大綱ではそ
れが退いて、「インド太平洋」という地政学的な言
葉が全面に出てきたわけで、これまでとは違う方
向が感じられます。言うまでもありませんが、中
国の一帯一路の動きを意識した動きです。開発協
力が外交戦略の手段として位置づけられ、その意
図が隠されない時代になってきています。しかし、
地理的、地政学的なフレームに引きずられる形で、
本当に支援を必要とする別の国や地域に支援が行
き届かなくなる可能性もありますので、ここもし
っかり注意していく必要があると思います。 

第五に、法の支配、自由で開かれた国際秩序と
いった価値観が書き込まれています。ただし、普
遍的価値という押し出し方は前回の大綱、そして
有識者懇談会の報告書の方が強くて、実をいうと、
新しい大綱では「普遍的価値」という西洋中心主
義的な響きがある表現は消えています。大綱では
法の支配、透明性といった言葉が使われています
が、そこで念頭に置かれているのは、持続可能で
ない債務の供与であり、中国による大規模なイン
フラ支援です。貧困や脆弱性とは別に、戦略的に
重要であれば、中所得国も国際協力の対象に含ま
れていくことになります。大綱では、「質の高い成
長」として、サプライチェーンの強化など、いわ
ゆる経済安全保障の課題も組み込まれています。 

要請、提案、共創 

第六に、オファー型協力が導入されています。
国ごとに協力の目標を策定して、そのためのシナ
リオを考えて、案件を組み合わせた協力メニュー
を相手国に提案するというものです。一品料理も
出しますが、定食メニューもお勧めですよ、お客
さんの好みも考えて組み合わせたんですよ、とい
うわけです。JICA も、グローバル・アジェンダ、



6
もうひとつの南の風　2024.03

クラスター・アプローチといった形で、個々のプ
ロジェクトを串刺しにして課題別に組み合わせる
援助を模索していたところです。オファー型、つ
まり定食型の支援は、民間企業なども入ってまと
めてセットで売るわけですから、予見可能性が強
まり、政府以外のアクターが安心して参加できる
ことになります。とはいえ、具体的に形をとって
いくのはこれからです。これまで要請主義といっ
ても、実質的にはオファーをしていることも多い
です。はっきりオファーと書いてどんなよいこと
があるのか、試されると思います。 

第七に、このオファー型とも関連するのですが、
ステークホルダーの多様性が強調されています。
現在、日本から途上国への資金移転の大部分は、
直接投資などの民間資金です。国際協力の資源を
さらに多様化していこうという問題意識から、大
綱は協力の担い手の多様性をかなり強調していま
す。項目を挙げると、民間企業、公的金融機関、
他のドナー国、国際機関、市民社会、地方自治体、
大学・研究機関、さらに知日派人材の役割に言及
しています。知日派というのは、元留学生、元研
修生や日系人社会です。国際協力に参加する人た
ちが多様化しているという論点は、大綱が提唱し
ているというより、現実を後追いしているのです
が、とても大切だと思います。 

第八に、意志決定の迅速化、手続きの効率化
がうたわれています。案件の採択を早めて民間
セクターを待たせないということもありますが、
NGO については、とりわけ緊急支援の分野での
貢献が期待されているようです。場合によっては
NGO を通じて現金給付を行う可能性も指摘され
ています。 

第九に、途上国との対話と協働を通じた社会的
な価値の「共創」の大切さが指摘されています。
途上国との共創が強調されているのは、オファー
といいながら押しつけるのでもなく、また要請を
待つというふうに引くのでもなく、バランスをと
っているところもあると思います。もともと援助
は、豊かな国から貧しい国への資源の移転という
意味がありましたが、そのような構図は後景に退
いてきています。援助を受ける者が一方的に施し
を受ける弱者だとは限りません。支援をする国の
内部にも、支援を受ける国の内部にも、格差があ

り、ジェンダーの不平等があり、マイノリティの
差別があります。気候変動も感染症も、すべての
国に影響を与えます。解決の仕方を教えるという
のではなく、問題をともに解決していこう、とい
う書きぶりです。 

第一〇に、開発協力の最上位の指導理念として
人間の安全保障が強調されています。人間の安全
保障が必然化する根拠は、私たちが直面する危機
の複合性です。気候変動、感染症、食糧危機、経
済危機などの脅威は単独ではなく、すべて互いに
関連しています。こうした脅威の打撃を特に強く
受けるのが途上国ですが、途上国の政治経済が混
乱すると、相互依存的な世界では、先進国の人た
ちの安全も維持できません。複合的な危機に対処
する理念が人間の安全保障であり、そこではさま
ざまなステークホルダーの国境を越えた連帯とい
う考え方が強調されています。連帯というと左派
的な響きがしますが、カトリック教会の社会教説
のキーワードでもあります。連帯という言葉は、
人間の安全保障に関する最近のＵＮＤＰ（国連開
発計画）の報告書で使われて、大綱でも使われる
ようになりました。

これからも変わる大綱

以上、新しい開発協力大綱の特徴を、モーゼの
十戒ではないですが、私なりに十個に整理してみ
ました。これらの特徴がある一方で、前回の大綱
と比べて読んでみると、発想や表現の連続性もあ
り、重心の変化はゆっくりとしている気もします。
今回の大綱の改定の背景としては、すでに申し上
げたように日本をとりまく安全保障環境の変化が
大きいのですが、地政学的な状況は絶えず変化し
ていきますから、大綱に盛り込まれた外交戦略的
な部分も、柔軟に捉えた方がよいと私は思います。
そもそも立場が硬直してしまったら、戦略という
ものは成立しません。たとえばグローバルサウス
との連携は、大綱には文言として入っていません
が、大綱の案文ができた後の半年間で、キーワー
ドとして急速に浮上してきています。次の大綱に
はグローバルサウス論が入るかもしれませんし、
入らないかもしれません。 

開発協力大綱は、融通無碍に変わりうるという
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意味では、イギリスのマグナ・カルタに近いもの
だと考えてもいい気がします。13 世紀に制定さ
れたマグナ・カルタは、多彩な取り決め、雑多な
条文のパッチワークとして何度も改定されてきま
した。ただし、国王の力の制限という基本精神は
現在まで生き続けています。大綱も日本の国際協
力の慣習法のような形で、これから進化していく
ように願います。その際、マグナ・カルタのように、
数百年後に評価されるような基本精神には、安易
に手を付けないことが大切になると思います。 

次の大綱の改定は 2030 年頃になるとされてい
ます。2024 年の 9 月にはニューヨークで未来サ
ミットが開催され、ポスト SDGs の形が見え始め
ていくはずです。次の大綱は今は白紙ですが、次
の文書に何がどう反映されるか、すでに動きは始
まっています。外務省は戦略が大切だといいます。
違った分野で、違った意味になるでしょうが、学
会もぜひ戦略的に動いていただきたいところです。 

私が大切にしたいこと

さて、今回の大綱には、私が個人として特に大切
にしたいこと、国際開発学会に集う人たちと一緒
に取り組んでいきたいことが、三つあります。こ
れらを強調して、私の話を終わりたいと思います。 

第一に、さまざまなステークホルダーの役割を
認めるにあたって、日本の地方自治体や地方大学
の国際協力への参加を促進すべきだということを
強調しておきたいです。大綱の決定の前には各地
で公開の意見交換会が開催され、私も神戸の回に
参加したのですが、東京での質問とまったく同じ
質問が繰り返されていたのは、もったいない気が
しました。日本の地方には、防災、平和、環境保護、
地場産業の振興、人口減少の克服など、国際協
力に役立つさまざまな知見が蓄積されています。
JICA には各地に国内拠点があって、特色ある研
修活動が行われており、青年協力隊出身者も散ら
ばっています。北海道大学とザンビア大学が獣医
学で深い連携を実現しているように、地方の大学
の潜在力も大きいです。首都圏の人口は日本の人
口の三分の一でしかありません。東京の視点だけ
で国際協力の戦略を考えていると、たいへん貧し
い結果になると思います。地方の重要性は大綱に

も少し書き込まれていますが、周辺への視点を世
界でも足元でも一貫させるべきだと思います。 

第二に、価値の共創に真剣に取り組みたいです。
国際協力の実践でも、研究でも、支援の対象の人々
と私たちが顔を合わせて協力するインターフェイ
ス（接続面）をもっと分厚くしていく必要があり
ます。大綱では共創を、自助努力支援を超えた対
等なパートナーシップにもとづく実践と位置づけ
て、優先度を高めています。フィールドワークは
活動地でやるけれども、次の開発プロジェクトの
構想を練ったり評価したりするのは、日本人だけ
が固って決めるというのでは、まったく共創にな
りません。国際開発学会の会員の多数派は日本人
ですが、この大会のような場所に、留学生や元留
学生、途上国の研究者がさらに多く参加してくる
ことが、価値の共創を進める必須の条件になりま
す。その意味で、今回、英語の同時通訳が提供さ
れているのは素晴らしいことです。率直に言って、
西洋の援助は今でもパターナリズム（上から目線
で恩着せがましく支援する態度）が基調です。日
本の関係者は、喧嘩したり、ぶつぶつ文句を言っ
たりしながらも、どちらかといえば、相手と同じ
目線で仕事をしようと努力してきました。それが
日本の国際協力の最大の美点だと私は思っていま
す。そこを伸ばしていきましょう。 

第三に、人間の安全保障の理念を深めることで
す。大綱において、国際公益をキーワードとして
体現しているのが人間の安全保障です。大綱から
人間の安全保障の文言を消してしまうと、本当に
寂しい文書ができあがります。どう肉づけしてい
くかが、これから 2030 年までの焦点になってい
くと思います。人間の安全保障は、複合的な危機
に直面する世界中の一人ひとりの人間に対して、

「開発」、「平和」、「尊厳」を保障しようとするも
のです。岸田文雄首相は、去る 9 月の SDGs サ
ミットと国連総会演説において、人間の安全保障
の基礎をなす人間の尊厳の価値を訴えました。岸
田さんが取り上げるかどうかにかかわらず、そも
そも人間の尊厳は、国連憲章、世界人権宣言のコ
アをなす概念であり、パンデミック（新型コロナ
ウイルス）と戦争によって引き裂かれた世界を結
びつける理念になりうると思います。リファレン
ト・オブジェクト・オブ・セキュリティ（安全保
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障の指示対象）、つまり、何の安全を守るかをは
っきりさせることが安全保障研究の前提をなしま
すが、人間の安全保障は、国家の領土を守るので
はなく、一人ひとりの人間の生存、生活、尊厳を
守るという原則によって立つ概念です。概念がラ
ディカル（急進的）すぎて人の意識がついてこな
いところがありますが、百年単位で有効な思考方
法だと思います。 

私たちの JICA 緒方貞子平和開発研究所は、『今
日の人間の安全保障』（Human Security Today）
という報告書を出しています。第一号を出して、
これから第二号、第三号と出していきます。単発
の報告書にしていないところに、人間の安全保障
に対する JICA の「本気度」を見ていただけると
思います。英語版もあります。緒方貞子研究所の
研究成果は基本的に英語で発信しています。それ
は欧米の人に読んでほしいからではなく、途上国
の政策担当者や研究者に読んでもらわないと、価
値の共創がはじまらないからです。

次の世代に向かって

私も創立メンバーなのですが、日本アフラシア
学会という百人程度の小さな学会があります。先
月の愛知学院大学での大会では山田肖子先生にも
基調講演をしていただきました。この学会の面白
いところは、アフリカ人の研究者が会員の半分、
日本人をはじめとするアジア人の研究者が残りの
半分で、ときどきぶつかりながら、完全に対等な
立場で、共同で学会を運営しているところです。
まさに知の共創なのですが、この醍醐味を知って
しまうと、日本人だけの学会はものすごく奇妙な、
閉ざされた空間であるように感じられます。国際
開発学会のなかでも、ぜひこのような空間を育て
て、拡大していただきたいと思います。

これと関係しますが、懇談会の場で私がしつこく
主張して、懇談会の報告書には盛り込まれましたが、
大綱ではあまり書かれていない論点があります。そ
れは、援助を誰が評価するのかという論点です。日
本の国内政策であれば、日本で暮らしている人が評
価すればよいのです。受益者は日本にいるからです。
しかし国際協力の受益者は国外にいます。だとする
と、私たちの活動を評価する主体は、究極的には途

上国の人たちではないでしょうか。日本の専門家や
市民の意見はもちろん大切ですが、そこだけで完結
してはいけないと思います。 

改定の懇談会の場では、国際協力に参加する人
材が先細りになることへの懸念も議論されまし
た。新型コロナウイルス感染症の時代、若者は内
向きになり、今は円安もあって、留学やフィール
ドワークを志向する学生が減っている気がしま
す。結果的に、国際協力にかかわる業界全体が縮
小していて、大学か、外務省や JICA か、企業か、
市民社会かを問わず、この分野に飛び込んでくる
若手がどこでも不足している状況があります。若
者、学生を巻き込み、外に送り出し、外から受け
入れる努力を、さらに強めていきたい。官民問わ
ず、国際協力を全体として若者に魅力的にしてい
きたいです。そのための議論に時間を使いたいと
私は思っています。 

　ご清聴ありがとうございました。 

筆者プロフィール

峯陽一（みね　よういち）
JICA 緒方貞子平和開発研究所所長、同志社大学グロ
ーバル・スタディーズ研究科教授、シャプラニール会
員。専門は人間の安全保障研究、アフリカ地域研究。
主な著作に『開発協力のオーラル・ヒストリー：危機
を超えて』（東京大学出版会）、『2100 年の世界地図：
アフラシアの時代』（岩波新書）などがある。
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　私が現在業務で従事している多文化共生事業に
おいて、日々の業務の中で保護者の仕事の都合で
来日または出生した子どもの数は多く、日本人の
子どもは直面しないような課題を抱える子どもが
いることがわかった。外国ルーツの子どもたちが
直面する課題には「言語」だけでなく、周囲と異
なることによる心理的な距離感、そして、本人の
努力ではどうしようもしえない「制度の壁」があ
る。特にこのような状況下にある子どもたちは、
日本における外国人の出入国管理や在留資格を規
程する入国管理法の制約によって、人生の選択に
制限が生じることを受け入れざるを得ない状況に
置かれているのではないか、という課題意識を抱
くようになった。特に、家族滞在の在留資格を持
つネパール人の子どもが困難を抱えるケースを見
聞きすることが多い。シャプラニールが海外事業
をネパールでも実施しているため、課題を抱える
ケースの相談がシャプラニールに寄せられること
や現在多文化共生事業を展開する東京都新宿区で
ネパール人が多いという背景もあるだろう。いず
れにせよ、入管法の改正等によって日本で働く外
国人にスポットライトがあたっているが、その一

方で、保護者に従たる資格で来日している家族滞
在の子どもへの配慮や寄り添いがまだ十分でない
のではないかという課題意識である。

１. 増加し多様化する在留外国人

　法務省が発表する「在留外国人統計」では
2022 年 12 月時点の在留外国人は 307 万人で、
はじめて 300 万人代を突破した。日本の人口の
約 3％が外国人ということになる。来日する背景
は多様であるが、出身国および在留資格の上位は
表 1 および表 2 の通りである。
　在留外国人の出身国の第 1 位は中国、第 2 位
は韓国となったのが 2007 年からで、在留外国人
の多くが中国と韓国出身者でその次にブラジル、
フィリピンという構成が続いてきたものの、近
年ベトナム出身者の増加により第 2 位が韓国か
らベトナムに代わった。また、第 7 位以降もア
ジアを中心に多様な国が連なっている。次に表
2 にある在留資格のうち、最も多いのは、「永住」
と「特別永住」で、これらの資格は「身分又は地
位に基づく在留資格（以下「身分・地位資格」と

多文化共生時代の
在留資格「家族滞在」の不安定性と課題 
シャプラニール　事業推進グループ　チーフ　宮原麻季 

国名 人数 全体に占める％

１ 中国 761,563 名 24.8％

２ ベトナム 489,312 名 15.7％

３ 韓国 411,312 名 13.3％

４ フィリピン 298,740 名 9.1％

５ ブラジル 209,430 名 6.2％

６ ネパール 139,393 名 4.5％

表 1：出身国（法務省在留外国人統計 2022 年 12 月） 

在留資格 人数 全体に占める％ 

１ 永住・特別永住 1,152,916 名 37.4％

２ 技能実習（1号～ 3号） 324,940 名 10.8％

３ 技術・人文・国際業務 311,961 名 10.4％

４ 留学 300,638 名 9.1％

５ 家族滞在 227,857 名 7.1％

６ ネパール 139,393 名 4.5％

表 2：在留資格（法務省在留外国人統計 2022 年 12 月）
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略）」のグループにまとめられる。「身分・地位資
格」は更新に制限がなく日本での活動に制限のな
い安定した在留資格である。その次に続く「技能
実習」「技術人文国際業務（以下技人国と略」）「留
学」は在留の目的が定められており、原則として
は資格目的以外の活動はできない。また、本稿で
取り上げる「家族滞在」は、「専門的・技術的分
野の在留資格」のグループにくくられる在留資格
を持つ者の扶養を受ける配偶者と子どもに付与さ
れる在留資格である。詳細は後述する。近年、日
本に在留する外国人数は増加している。入管法は
1980 年代末以降、日系三世のための「定住者」
という在留資格や技能実習制度を設けて外国人を
実質的な労働力として受け入れ、さらには留学生
らに「資格外活動」という形で一定時間の就労を
認めるなど、資格の種類を多様化させてきた。そ
のため、在留外国人の多国籍化と在留目的の多様
化が進んでいる。

２. 在留資格「家族滞在」の概要と現状

　「家族滞在」は「「技術・人文知識・国際業務」「技
能」など定められた資格を持つ本体者に扶養され
る 立場で日本での在留が許可されている。そのた
め、本体者の在留資格が取れなかった場合には、
家族滞在の在留資格も更新ができなくなるという
不安定さがある。このような不安定さの例として
シャプラニールが実施したネパール人向け情報講
座の中で専門家から共有された以下のようなケー
スを紹介する。

◇本体者である父親の死亡 
15 歳で家族滞在の在留資格で来日後、日本の高
校に通うことを父親の反対によって許されず、資
格外活動の範囲内である週 28 時間でアルバイト
に従事。その後父が死亡したため、家族滞在資格
の母親と共に帰国しなくてはいけないが、長く母
国を離れていたため、帰国後の母国での生活に大
きな不安があり帰国したくない。

◇家族滞在者同士の結婚 
家族滞在の在留資格で来日し、週 28 時間内のア
ルバイトに従事。同じ家族滞在資格を持つ相手と

出会い、結婚を希望するが、家族滞在では継続し
て日本に在留できない。また子が生まれた場合に
はその子は在留資格が取得できない。

　このようなケースでは、専門家と相談し、各個
人の学歴や経歴、家族の状況、保証人の有無など
多様な角度から他の在留資格に切り替えることが
できるかどうか探るしかない。条件が整わなけれ
ば、意に沿わない形で帰国せざるを得ないことも
ある。
　家族滞在の在留資格取得者数は、2022 年 12
月時点で 22 万 7000 名。COVID-19 の流行時期
においては一旦減少に転じたものの再び増加傾向
にある（P11、表３）。

　家族滞在の在留資格を国籍別にみると、表４
（P11）のように中国が 67,000 名で最も多く、次
いでネパール 42,000 名、ベトナム 41,000 名と
続き、インド、韓国、スリランカなどが 1 万名
かそれ以下の人数である。 

３. 家族滞在資格を持つネパール人の子ども

　前項までで、ネパール人の家族滞在者が総数と
して比較的多いことが分かった。ネパール人は在
留外国人全体でみると全体の 4.5％であり、決し
て多数派といえないが、家族滞在の在留資格で扶
養家族として来日しているネパール人の数は比較
的多い。ニューカマーの代表格であるベトナムも
家族滞在者数はネパールとほぼ同数であることか
ら、17 歳以下の年齢グループを比較したのが次
の表 5（P11）である。この表からわかることは、
両国ともに 0 ～ 2 歳の子どもが非常に多いこと
がわかる。年齢層が高くなるにつれて、減少傾向
にあるのは両国とも同じではあるが、実数に目
を向けると、ベトナムは 15 ～ 17 歳グループが
200 人を切るほど少ないのに対して、ネパールは
1,500 人程がこの年齢グループにいる。またネパ
ールの 6 ～ 8 歳、9 ～ 11 歳、12 ～ 14 歳のそれ
ぞれのグループでも約 1,400 ～ 1,500 名の家族
滞在資格者がいる。このようにネパールの特徴は
17 歳以下のすべての年齢層に一定数の子どもが
いることである。実際にシャプラニールが活動す
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表 4：国籍別家族滞在の内訳 法務省在留外国人統計（2022 年 12 月）から筆者作成
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表 3：家族滞在の推移　法務省在留外国人統計（2022 年 12 月）から筆者作成 
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表 5：法務省在留外国人統計（2022 年 12 月）から筆者作成
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る東京都新宿区においても公立小学校にネパール
出身の子どもが多く通っている。
　年齢が上がるにつれて、家族滞在が少なくなる
背景についての詳細な分析までしていないが、以
下のことが想定される。 
• 出生時は家族滞在の在留資格をとり、成長す

る過程において本体者が「定住」など安定的
な在留資格取得の要件をそろえ、子どももそ
ろって別の在留資格へ切り替えている。 

• 日本滞在は一時的なものとして、成長する過
程で教育の場を母国または第三国に決め、日
本を離れている。 

• また、ネパール人の家族滞在資格者の子ども
の数が一定の数字を保っている背景について
は、活動の中でヒアリングした話を元に以下
のようなケースがあることがわかった。 

• 母国ネパールで出生し、その後数年経ってか
ら日本に来日する。 

• 保護者の間で、生活の拠点を母国にするか日
本にするかの方向性が定まらないため、積極
的に安定的な在留資格切り替えのための動き
をしない。 

• 東京都阿佐ヶ谷にネパール人学校があり、日
本に定着しない選択肢を取っている子どもの
受け皿がある。  

４. 家族滞在から他の在留資格に切り替える難しさ 

　在留資格「家族滞在」は、例えば保護者の転勤
などで数年間日本に滞在することになったような
ケースでは、家族が共に暮らせるための在留資格
として有用である。 
　一方で長く日本で生活することを前提とした場
合には、使いやすい在留資格ではない。被扶養者
であることが資格の要件となるため、家族滞在の
資格で滞在する限りは成長しても扶養される立場
に置かれることになる。そして他の在留資格を取
得しようとするならば、「相応の要件」を満たす
必要がある。しかしながら、「相応の要件」を満
たす準備ができていないのが大きな課題である。 
　「家族滞在」資格者の子どもの在留資格の変更
について詳細の記載は割愛するが、大きく分ける
と、本体者である扶養者自身の在留資格の変更に

よって連動して子どもの在留資格を変更するか、
子ども自身の在留資格のみを変更するかである。 
　前者は保護者が資格取得のために、要件を満た
す必要があるし、その要件では過去数年の日本に
おける公的義務の履行状況が細かに確認される。
そのため申請のかなり前から納税や保険、年金と
いった支払関係だけでなく住所届など各種届出も
期限を守って提出するなど日々注意して対応する
ことが要される。とはいえ、行政からの案内は網
羅的に多言語翻訳されているわけでもなく、また
外国人が十分に理解できるような手厚い対応が十
分にな　されているわけではないため、日本語が
不自由な人の場合はかなりハードルが高いもので
ある。 
　次に、後者の子ども自身が自分の在留資格を変
更するには、「日本への定着性」の証明が必要で、
その定着性は日本でどのような教育機関で教育を
受けてきたかで判断される。日本の小中高校を卒
業していると定着性があるみなされるが、日本に
あるインターナショナルスクールの卒業資格では
日本への定着性があるとはみなされない。また、
日本の高校を中途退学していても定着性に欠ける
と判断される。要は日本人の子ども以上に「日本
式」であることが求められているのである。グロ
ーバル人材育成のため 18 歳以下の世代の在外経
験や高校生の海外留学促進を掲げる文部科学省の
方針ともマッチしていない。そのため、子どもや
保護者は早い段階から子どもの進路の選択・決定
が必要となる。とはいえ、そのように簡単に子ど
もの進路は決められないのではないだろうか。言
葉の問題、文化風習の違いで日本の学校に馴染め
ない子どももいる。 

５. おわりに 

　家族滞在資格の子どもが日本に在留することの
安定性を獲得するのは、なかなかハードルが高い
課題といえる。そもそも、在留資格の制限によっ
て困難を抱える子どもの保護者の多くは、言葉、
収入、社会的な立場が弱い状況にあることが多い。
加えて、在留資格についての正確な知識を得る機
会は限られており、日本に長期間滞在すれば自動
的に永住資格が得られるという誤解も存在する。 
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　もっとも家族滞在資格の子どもが継続して日本
で生活するための救済措置も皆無ではない。最も
避けなければならないのは、そのような情報や枠
組にアクセスできずに、自分の人生に投げやりに
なってしまうことだと考える。子どもがどこでど
んな教育を受けるかは当人次第であり、日本に定
着することを強いられる必要はもちろんない。し
かし、在留資格についての正しい知識を保護者や
周囲の人々が持ち、相談できる先を確保しておく
ことは重要であり、行政窓口はもっと相談できる
先を提供することも必要だろう。併せて、子ども
が家族滞在から他の在留資格に切り替えを希望す
る際の要件を緩和するなど、行政側の配慮も必要
だ。外国人労働者が日本社会で注目を浴びる中で、
その影で増加している家族滞在資格の子どもへの
配慮も必要である。本稿においては言及していな
いが、どのような在留資格であれ、外国ルーツの
子どもたちは増加傾向にある。そのため、より包
括的な配慮の枠組みを構築することが必要である
と考える。 
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はじめに

　シャプラニールでは 2011 年からネパール・チ
トワン郡において、12 年にわたり住民主体の洪
水防災事業に取り組んできた。これまでの歩み
については「南の風」Vol.300 に詳しいが、チト
ワン郡で活動を実施する中で「One River One 
Community」というコンセプトが生まれ、それが
ネパールでの防災事業の柱として位置づけられ、
同国モラン郡においてもこのコンセプトを普及す
べく私たちは新たな事業を 2023 年より開始した。

　One River One Community は文字通り、一
本の川を一つのコミュニティと捉えるという意味
である。川の上流部だけ対策を行っても、下流部
に影響が出てしまうというチトワン郡での経験を
経て、川全体の災害リスクを減らし洪水に強い地
域をつくるという事業モデルができあがってき
た。それは地域にある複数の川で部分的に対策を
行うのではなく、一本の川の流域全体を対象にい
わゆるハードとソフトの両輪で対策を行うことで

ある。具体的には、洪水発生メカニズムを把握し、
上流から下流まで包括的にインフラ対策（ハード）
を講じつつ、平行して流域の住民や地方行政等関
係者の防災能力（ソフト）を強化していく。下
表はチトワン郡での事業の一覧である。第 1 期
では対象が集落であったのに対し、第 2 期、第 3
期では対象が川になっている（表 1）。 
　
　シャプラニールの年次報告書 2022、海外グル
ープ（現事業推進グループ）の 2023 年度活動計
画にモラン郡での事業の計画が書かれている（資
料 1）。そこには「水資源管理」「流域管理」「流
域治水」という言葉がそれぞれ登場する。改めて
読むと、ものすごくわかりにくいのではないか、
それぞれの概念の違いをきちんと理解しないまま
これらの言葉を使用してしまっていないか、と今
さらながら不安になり、これらの言葉をしっかり
理解し自分のものにすることを目的に本稿を執筆
することとした。

いま一度
シャプラニールの洪水防災事業を理解する 
シャプラニール　事業推進グループ　ネパール事業担当　横田好美

事業名 対象地域／河川 
第 1 期 
2011 年 6 月～ 2015 年 12 月 

住民主体の洪水リスク削減プロジェクト マディ市内の 15 つの集落 

第 2 期 
2016 年 1 月～ 2019 年 1 月 

洪水に強い地域づくり／
砂崩れに負けない地域プロジェクト 

バンダルムレ川 

第 3 期 
2019 年 2 月～ 2023 年 2 月 

洪水リスクを軽減する広域流域管理プロジェクト ラクタニ川 

表 1：出身国（法務省在留外国人統計 2022 年 12 月） 

資料 1：年次報告書 2022　2023 年度活動計画（P23）より一部抜粋

■気候変動による水害リスクに強いコミュニティづくり 
　本事業では水害リスクの高い地域の強靭性を高めることを目的に、地域と地方行政の連携強化および災害
リスク軽減能力の向上、流域管理の概念に基づいた洪水防災と水資源管理を行う。具体的には、定例会議や
災害リスク軽減に関する研修、ワークショップ等によって、集落、区、市の災害管理委員会の能力強化と連
携強化をはかる。学校においても防災や気候変動等について学ぶ機会をつくり、家庭や各地域への啓発や行
動変容の波及効果を促す。また、ウルラバリ市内の 2 本の河川で流域治水に基づくインフラ設置を行う。防
災を独立した課題としてではなく地域住民の社会経済活動の中に組み込み、生活に不可欠な水という資源の
管理も行うことで、地域の総合的な発展をめざす。
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資源である水を管理する必要性が国際社会で
認知されてきた

　1970 年代以降、国際社会では環境問題に対す
る関心が高まり、1977 年に国連で初めての水会
議が開催された。また 1987 年には「持続可能な
開発」を世界に提言した「環境と開発に関する世
界委員会（通称ブルトラント委員会）」の報告書
の中で、水問題が国際的な問題として取り上げら
れた。その後 1992 年にアイルランド・ダブリン
において水と環境について広く議論が行われ、「統
合的水資源管理」についての原則が示された。同
年 6 月にブラジル・リオデジャネイロで開催さ
れた地球サミットで採択された成果文書「アジェ
ンダ 21」にも「淡水資源の質と供給の保護」と
いう章が設けられ、水資源を総合的に管理するこ
との必要性が盛り込まれている。さらに 2000 年
3 月の第 2 回世界水フォーラムに向け統合的水資
源管理に関する詳細な報告書がつくられ、2002
年の第 3 回世界水フォーラムの閣僚宣言には目
標が明記された。
　統合的水資源管理（Integrated Water 
Resources Management：IWRM）とは、水に
よる経済的・社会的な恩恵を生態系の持続可能性
を損なうことなく、公平な方法で最大限増大させ
るために水を計画的・総合的に管理するアプロー
チである。自然界での水循環における水のあらゆ
る形態・段階（水資源と土地資源、水量と水質、
表流水と地下水など）を扱い、従来別々に管理さ
れていた水に関連するさまざまな部門（河川・治
水、上下水道、農業用水、工業用水、生態系維持
のための水など）を総合的に管理できるようにし、
かつ中央政府、地方行政、民間セクター、NGO、
住民などさまざまな関係者がその管理に取り組む
ことが目指されている。川の上流から下流までの
流域全体を一つの単位として、関係する複数の自
治体や住民、企業など関係者の参加のもとに管理
していく「統合的流域管理」も統合的水資源管理
の一つである。
　水資源管理は SDGs（持続可能な開発目標）の
6 番目のゴール「すべての人々に水と衛生へのア
クセスを確保する」に含まれていることからもわ
かる通り、利水（安全な飲み水の確保をはじめと

する、水需要への対応）の文脈で取り組まれてき
た。しかし、気候変動によって雨の降り方が変化
し、干ばつによる水不足や沿岸部の地下水・河川
の塩水化といった利水にかかわる問題のほかに洪
水の激甚化や頻発化という治水（洪水によって起
こる災害から河川の周辺に住む人々や土地等を守
ること）にかかわる問題も顕在化したことから、
利水・治水・水環境等の側面や幅広い関係者を総
合的に考慮して水資源を管理する必要があるとの
認識が近年改めて広がってきた。

日本の水資源管理、治水対策の変化

　日本の水資源管理を振り返ると、近代以前は農
業用水や飲料水を得ることが先行され、そこで生
活したり新田開発を行ったりするのに必要な最低
限の水災害＊対策がとられてきた。その後近代化、
工業化が進むにつれ水災害による被害が増大し治
水が進められた。高度成長期には水質の問題が大
きく取り上げられ、水質と住みやすさを改善する
方策に目が向けられていき、環境意識が高まって
いった。
治水だけを見ると、近代以降戦前にかけては河道
対策（堤防をつくる、川を掘って川に流れる水の
量を増やすなど）と被害を軽減するための水防活
動の 2 つの対策を両輪とした治水が行われてき
た。その後欧米からダムの技術が導入され河道、
水防と合わせてダムが対策の中心となった。そし
て、1980 年代ごろには都市部における水災害が
問題となり、流域全体で水を貯める貯留が対策の
1 つとして加わった。ところが、気候変動の影響
によりこれまでの対策では及ばないような水災害

（注 1）が頻発し甚大な被害を受けるようになってき
たため、2020 年、国土交通省は水災害対策の政
策を「流域治水」へ転換した。
注 1）水災害…大雨や台風などの多量の雨が降ったり、雪が

解けたりすることで引き起こされる土砂災害、洪水、浸水など。

また海水による災害（高潮、波浪、津波）を含む場合もある。

流域治水とその課題

　流域治水は下図のように堤防の整備、ダムの建
設・再生などこれまで実施されてきた水災害対策
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をより一層加速するとともに、集水域（雨水が河
川に流入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫に
より浸水が想定される地域）にわたる流域のあら
ゆる関係者が協働し、流域全体で水災害を軽減す
るものである。

　河川を流域でとらえ地域の特性に応じ、①氾濫
をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減
少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策がハード・ソフト一体で多層的
に進められている。具体的な対策は表 2（P17）
のとおりである。

　流域治水がこれまでの治水と異なる点として、
以下 3 点があげられる。
1. 河川区域と氾濫域だけではなく集水域も含め

て一つの流域としてとらえ、総合的・多層的
な取り組みを流域全体で行う。

2. これまで実施されてきた堤防や貯留施設の整
備といった対策、被害軽減のための水防に合

わせて、土地利用の規制や建築物の浸水対策
など被害対象自体を減らす取り組みを新たに
加えている。

3. これまで治水を担ってきた国土交通省や都道
府県といった河川管理者だけでなく、他省庁、
市区町村などの自治体、住民、企業といった
多様な関係者が連携する。

　流域治水は、気候変動への対応や持続可能な水
資源の管理といった面から有効であるように思わ
れるが、実施にあたり課題も指摘されている。
　流域治水は川の水が溢れることを前提に、適切
な対策を組み合わせて水災害による被害を小さく
しようという考え方である。雨水が一気に川に流
れないように貯めたり、洪水に備えて水が溢れて
も構わない場所を確保したり、危険な場所に住ま
ないようにするなど、流域治水を進めるための対
策の中には個人の土地や建物により公益性を求め
たり個人の権利を制限するものが含まれているた
め、取り組みがなかなか進まないという課題があ

図 1：流域治水の対象範囲と具体的な対策のイメージ 
（出典：国土交通省 https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/index.html） 
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る。また、負担と受益の当事者が異なるケースも
起こる。例えば田んぼダム（田んぼが元々持って
いる水を貯める機能を利用し、大雨の際に一時的
に田んぼに水を貯めゆっくりと排水することで、
農地や市街地の洪水被害を軽減しようという取り
組み）を利用しようとする場合、田んぼの管理は
従来よりも煩雑になるが、対策によって利益（安
全）を得るのはより下流側であり、上流と下流で
負担と受益のかい離がある。
　流域治水実施のため、流域ごとに流域治水協議
会が全国各地で立ち上がっている。国土交通省や
都道府県といった河川管理者だけではなく農林水
産省や林野庁などの他省庁、複数の自治体が協議
会を構成しているが、企業がオブザーバーとして
参加している協議会はあるものの、企業、NGO、
学識経験者や住民が構成員である協議会は見つけ
られなかった。災害が日常化した今日、流域治水
を自分事化し、流域のあらゆる関係者が治水に取

り組むことは必要であるが、その実現にはこれま
で以上に、私たち一人ひとりの洪水への安全に対
する協力や参加が必要となる。

（＊）BCP（Business Continuity Planning）とは、企業や団体

が自然災害やテロ、システム障害など危機的な状況に備えあら

かじめ復旧するための体制や方法について取り決めておく計

画。事業継続計画と呼ばれる。特に日本では 2011 年の東日本

大震災をきっかけにその重要性がますます注目されている。

おわりに
　ここまで「水資源管理」「流域管理」「流域治水」
の整理を試みてきた。流域管理と流域治水はとも
に河川の流域全体を管理対象としているが、管理
の目的が異なっている。流域管理は水循環を健全
な状態に保つことを目的とし河川の流域全体を管
理する。その手法の中に、利水と治水の双方を考
慮した河川構造物の整備・管理や、浸水・高潮対
策、地盤沈下対策等が含まれる。一方、流域治水

場所 対策 具体例

①氾濫をできるだけ防ぐ、
減らすための対策 

集水域 水貯留機能の拡大 • 雨水貯留施設の整備 
• ため池等の治水への利用 

河川区域 

流水の貯留 • 治水ダムの建設・再生 
• 利水ダムの活用 

河道の流下能力の維持・向上 
• 河床掘削 
• 砂防ダムの整備 
• 雨水排水施設の整備 

氾濫水の削減 • 堤防の強化（越水しても壊れにくい堤
防をつくる） 

②被害対象を減少させる
ための対策 

氾濫域 住まい方の工夫 
• 土地利用規制 
• 移転促進 
• 不動産取引時の水害リスク情報提供 

浸水範囲の削減 • 自然堤防の保全 

③被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策 

氾濫域 

土地のリスク情報の充実 • 水害リスク情報の発信 
避難体制の強化 • 長期予測技術の開発 

• リアルタイム浸水・決壊把握 
経済被害の最小化 • 工場や建築物の浸水対策 

• BCP* の策定 
住まい方の工夫 • 不動産取引時の水害リスク情報提供 

• 浸水リスクを考慮した保険商品の提供 
被災自治体の支援体制充実 • 国土交通省緊急災害対策派遣隊「TEC-

FORCE（テックフォース）」の体制強化 
氾濫水の排除 • 排水門等の整備 

表 2：流域治水の具体的な対策（国土交通省の資料『「流域治水」の基本的な考え方』 
（https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/01_kangaekata.pdf を基に筆者作成）  
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は治水対策を強化し水災害を軽減することを目的
に、流域全体を一つの管理対象としハード・ソフ
ト両面から包括的な取り組みを行うものである。
シャプラニールのネパールでの防災事業における
One River One Community というコンセプト
は水資源管理の中の流域管理に近く、チトワン郡
で実際に行ってきた活動は流域治水に近いのでは
ないかと筆者は考えている。モラン郡の新規事業
では治水だけではなく利水にも取り組む。水災害
を軽減するための治水対策は言うまでもなく流域
治水であるが、水を供給するための水路や取水施
設の整備はより水資源管理、流域管理に近くなる
と言える。
　日本の流域治水には上述した通り課題もある
が、私たちのチトワン郡、モラン郡での活動にお
いても、似たような課題はある。例えば川に流れ
る水の量を増やし、流速を遅くすることを目的に
川幅を拡げるため、川のそばに住んでいる人に土
地を提供してもらう難しさや、集落の住民組織（災
害管理委員会）と地方行政がともに話し合うとい
うことが日頃から当たり前に行われるようにする
難しさなどは、日本の課題にとてもよく似ている。
現地のスタッフやパートナー NGO が粘り強く対
話を重ね取り組んでくれるからこそ、関係者の理
解や協力を得て事業が円滑に進んでいる。
　国土交通省の資料によると、本稿で紹介した
流域治水は River Basin Disaster Resilience and 
Sustainability by Allという英語名になっている。
Flood control（洪水抑制）ではなく、災害に強
く持続可能な河川流域をみんなでつくるという意
味の単語が当てはめられたことはとても興味深い
し、これまで洪水防災にかかわってこられた関係
者の思いが込められているように感じる。モラン
郡で開始した私たちの事業においても One River 
One Community という合言葉に災害に強く持続
可能な河川流域をみんなでつくるという思いを込
め、引き続き取り組んでいきたい。
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インフォグラフィックで見る
日本の NGO とシャプラニールのいま

はじめに

　シャプラニール = 市民による海外協力の会（以
下シャプラニール）の前身であるバングラデシュ
復興農業奉仕団が活動を開始したのは 1972 年。当
時、「国際協力」「フェアトレード」という考えがま
だまだ浸透していない中で、街頭募金や手工芸品
販売会などを通じて、多くの市民に活動の必要性
を伝えてきた。あれから 50 年の時が過ぎ、NGO
は多様化し、取り巻く環境や、社会での立ち位置
は大きく変化している。今回は、日本国内の NGO
そしてシャプラニールのいまをインフォグラフィ
ックとしてまとめ、現状を見ていきたいと思う。

世代別に見る日本国内の NGO

　近年、アイドルやお笑い界を世代別の切り口で
考察する動きがあるが、国、国内の NGO にも世
代分けがある。国際協力に従事する団体について
調査を行った NGO データブック 2021 ではその
世代分けについて説明されており、それぞれの年
代で、世界情勢、国内課題の変化に伴った団体が
生まれている。シャプラニールはこの内、他国で
起きる問題や環境問題等について国内での関心が
高まり始めた 70 年代生まれの「第一世代」にあ
たる（図 1）。

シャプラニール　コミュニケーショングループ　広報担当　下鳥舞佳

図 1：世代別日本国内の NGO、設立年代別 NGO の数
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　図 1（P19）は、NGO データブック 2021 に記
載された世代分けの詳細と、調査対象とした 398
団体の設立年代別の数を示した図である。1990
年代設立の NGO が突出して多い中で 2010 年代
から近年設立の NGO の数はかなり少ないことが
わかる。一方で日本国内でソーシャルビジネスを
手がける企業の数は 2015 年時点で約 20 万 5 千
社あり、これは 2008 年の同様の調査と比較する
と 25 倍もの数になっている。(「我が国における
社会的企業の活動規模に関する調査」、内閣府、
2015 ) 企業のようにビジネスとしての事業性を
確保しながら社会課題の解決に取り組む形が増え
ている中で、NGO の設立が少なくなっていると
推測される。

収入規模で見る日本の NGO

　図 2 は国内 NGO（NGO データブック 2021
より、調査対象：財務データの記載があった 285
団体）を収入の金額帯別にまとめたグラフであ
る。同調査によると収入規模上位 10 団体が、国
内NGOの総収入額の約6割を占めているという。

シャプラニールの収入規模の変遷

　シャプラニールの 2022 年度の収入額は 3 億
2563 万円と過去最高となったが、その変遷はど
のようなものだったのか。グラフで追っていく

（P11、図 3）。3 度の緊急救援を行なった 2004
年度に初めて２億円を超え、その後 2005 年から
新聞掲載や企業への協力を呼びかけるキャンペー
ン等を通じ不要品寄付「ステナイ生活」の収入
が増えていき、自己財財源 * も上昇した。2019
年度以降はフェアトレード活動「クラフトリン
ク」の販売規模の縮小もあり、合計収益は増え
ているものの自己財源率は低く留まっている。 
* 合計収益から「受取助成金」を引いた金額。会費、寄付金、

不要品の寄付、手工芸品の販売額、講師派遣謝礼等。

他団体とシャプラニールの比較 
（活動、収入規模、マンスリーサポーター数 )

　ここからは収入規模が比較的シャプラニールと
近い 5 団体とシャプラニールの体制を比較して
いく（P21、図 4）。注目したいのは自己財源率で、
助成金・自己財源のバランスに団体それぞれの特

図 2：収入規模で見る日本の NGO
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図３：シャプラニールの収入規模の変遷

図 4：他団体とシャプラニールの比較 ( 活動、収入規模、マンスリーサポーター数 )
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徴が出ている。自己財源獲得の戦略はさまざまで、
企業との連携や法人サポーターに力を入れている
団体は、会員・マンスリーサポーターの数が少な
くても財源を確保できている。シャプラニールは
近年、助成金獲得に力を入れてきたこともあり自
己財源率が低く、また自己財源の金額自体もクラ
フトリンクの規模の縮小、不要品寄付の件数の減
少もあり低調が続いているため、新しい財源確保
が必要となっている。

他団体とシャプラニールの比較 
 ( 広報：発信媒体、会報誌 )

　自己財源獲得のためには、さまざまな広報媒体
を駆使し、団体を知ってもらうための地道な活動
も必要である。SNS マーケティングが求められ
る現代において、各団体が主要な SNS をほぼ運
用している。団体 J は YouTube を活用した広報、
団体 K は LINE を活用した情報発信等、団体に

よって個性が出ている。会報誌に関して、年に一
回送る年次報告書にまとめる、また紙媒体をやめ
電子化に振り切った団体も見られる一方で、シャ
プラニールは紙媒体の発信が多い印象を受ける

（図 5）。

終わりに〜シャプラニールのタグラインの変遷〜

　シャプラニールはこれまでスタディツアーやマ
ンスリーサポーター制度など広く市民が国際協力
に参加できる場や仕組みをパイオニア的につくっ
てきた。しかし、次々と団体が増えていく中で、
かつての新しい取り組みはすでにどの団体でも取
り入れられ、当たり前となっている。また、最近、
登録者 2 億人を抱える YouTuber がアフリカに
100 基の井戸を建設したなどのニュースもあった
が、慈善活動系 YouTuber やインフルエンサー
がわかりやすくパフォーマンス的に寄付を集める
動きも目立つ。非営利団体ではない組織が台頭す

図 5：他団体とシャプラニールの比較 ( 広報：発信媒体、会報誌 )
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る中で、成果のすぐ見えない地道な活動をどう理
解して、どう応援したいと思ってもらうのか、「現
地の人々ともに」「当事者意識を持つ」「支援する・
されるという立場ではない関係」といったシャプ
ラニールの信念を貫き続けつつも、時代に合わせ
た切り口での広報戦略が必要となってきている。

　以下のシャプラニールのタグライン（スローガ
ン）の変遷にはシャプラニールがめざし続けてき
た国際協力の在り方が現れている。50 年以上の
歴史を持つこのニール ( ベンガル語：家）を守る
べき遺産ではなく、誰もが安心して集える居心地
の良い居場所になるように、補強と改築を繰り返
していきたい。
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